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Ⅰ．はじめに
　第十三期全国人民代表大会第三回会議は、2020年
５月28日、「中華人民共和国民法典」（以下「民法典」
という）を採択した。施行日は、2021年１月１日で
ある。
　民法典の編纂作業は６年以上にも渡った。2014年
10月23日に中国共産党第十八期第四回中央委員会第
４回全体会議において、民法典を編纂する決定が下

された。そして、2015年３月から、全人代常務委員
会法制工作委員会が、民法典の編纂作業を正式に開
始した。
　民法典の編纂作業は、民法総則の制定（第一段階）
と各則の制定（第二段階）に分けて進行するという
方針に従って行われてきた。民法総則が2017年10月
１日に施行されたことにより、民法典の編纂作業の
第一段階が成し遂げられた。民法典の総則編は民法
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